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第１章 総則 

第１条（目 的） 

１． 本規約は、乙が甲に提供する本サービスについて、甲乙間で成立した本サービスの提供にかかる契約（以下、本サー

ビス契約といいます。）すべてに適用されるものとします。 

２． 甲は、本サービスを甲自身の利用目的のみに使用し、他の目的の為に使用することはできないものとします。 

３． 甲および乙は、両者の合意に基づき公正な契約を締結し、信義に則り誠実に履行するものとします。 

 

第２条（本規約の変更） 

 

１．乙は、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約に

よります。 

２．前項の場合、乙は、本規約の変更内容および変更後の本規約の適用開始時期を、甲が本サービス利用時に閲覧する Web サ

イトへの掲載その他乙の定める方法により、事前に甲に通知するものとします。 

 

第３条（用語の定義） 

本規約（別紙を含む）において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用 語 の 意 味 

甲 本契約の当事者であるお客様をいいます。 

乙 
リコージャパン株式会社またはリコージャパン株式会社が認めた販売店をいいま

す。 

本サービス ITKeeper シリーズ「PC 代替機運用パック」をいいます。 

関連会社等 乙の関連会社または乙の選任した第三者をいいます。 

料金等 
申込書に記載された本サービス毎にかかる料金および別途乙が定める本サービス

の実施に要する費用等をいいます。 

データ等 対象機器およびその他の甲が保有する機器に記録されたデータ等をいいます。 

対象機器 
別紙１で定める条件を充足する、本サービスを利用するために必要な甲のクライアント

PC 等の機器をいいます。 

顧客機器 対象機器と接続して使用される甲の機器をいいます。 

ＩＤ等 本サービスの実施に必要となる全アカウント情報やパスワード及び契約IDをいいます。 

 

第２章 本サービス 

 

第４条 (本サービス) 

    乙は、本サービスにおいて、対象機器に対する各種サービスの提供を行います、本サービスは甲の選択に応じて提

供されるものとし、その詳細は、別紙１に定めるとおりとします。なお、顧客機器については本サービスの適用対象外と

なります。 

 

メニュー区分 適用となる条項 

Ⅰ．PC 運用サービス 委任条項 

Ⅱ.リペア代行サービス 委任条項 

Ⅲ．オンサイト設置サービス (オプション) 請負条項 

Ⅳ．マスター取得代行サービス (オプション) 請負条項 

 

第５条（本サービス契約の成立） 

１． 甲は、本規約の内容に同意の上、申込書に必要事項を記入し乙に提出することにより、乙に対して利用申込みを行う

ものとします。 

２． 乙が甲の申込書を承諾した旨の通知を発信した時点で、甲乙間において本サービス契約が成立するものとします。 

３． 乙は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、利用申込みを承諾しないことがあります。 

（１） 甲が、利用申込みにかかる契約上の義務を怠った場合、またはそのおそれが明らかである場合。 

（２） 甲が、申込書に虚偽の事実を記載した場合。 

（３） 甲が、本サービス料金の支払いを怠るおそれがある場合。 

（４） 甲について、第３８条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明した場合、またはそのおそれが明

らかである場合。 

（５） その他、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。 
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第６条（サービス提供期間） 

本サービスのうち、Ⅰ．PC 運用サービス、Ⅱ.リペア代行サービス、Ⅲ．オンサイト設置サービス (オプション)の提供期間は

「PC 代替機運用パック サービス開始のご案内」に記載されたサービス開始日から 1 年間とします。甲は、当該期間満了の３

０日前までに、乙所定の申込書を乙に提出し乙がこれを承諾した場合、更に 1 年間当該本サービスの提供を受けることがで

きるものとし、その後も同様とします。 

 

第７条（本サービス提供地域および言語）  

本サービスの提供地域は、日本国内に限定します。 

 

第８条（サービスメニュー） 

本サービスとは、別紙１で規定されたメニューに応じて提供される以下の種類のサービスをいいます。なお、甲が選択

したメニューに含まれないサービスは提供されません。 

メニュー区分 適用となる条項 

Ⅰ．PC 運用サービス 委任条項 

Ⅱ.リペア代行サービス 委任条項 

Ⅲ．オンサイト設置サービス (オプション) 請負条項 

Ⅳ．マスター取得代行サービス (オプション) 請負条項 

 

第９条（PC 運用サービス） 

乙は、PC 運用サービスとして、甲より事前提供を受けた代替機となる PC を、甲の申請に基づき、クローニング・発送し

ます。また、不要となった PC を、甲の申請に基づき回収し、代替機として一時保管します。この場合、乙は、一時保

管する対象機器を別紙１に記載する第三者に再寄託できるものとし、当該再寄託先に対して、本サービス契約にお

いて乙が負担する義務と同等の義務を負わせるものとします。 

クローニングに必要となるマスターPC のイメージは、甲にて検証済のものを乙指定の方法にて事前に提供を受けるも

のとします。なお、PC 運用サービスの詳細は別紙１に定めるものとします。 

 

第１０条（リペア代行サービス） 

乙は、リペア代行サービスとして、甲より返却または回収された PC にハードウェア障害が確認された際に、 

甲に代わって保守ベンダーへ修理依頼を実施します。 

 

第１１条（オンサイト設置サービス (オプション)） 

乙は、甲から申し込みがあり乙がこれを承諾した場合には、オンサイト設置サービスとして、PC 運用サービスで 

クローニング・発送した PC を、発送先現地にてオンサイトにて設置します。 

設置の際に必要となるパラメーターは、申請都度甲より乙へ提供するものとします。 

 

第１２条（マスター取得代行サービス (オプション)） 

乙は、甲から申し込みがあり乙がこれを承諾した場合には、マスター取得代行サービス として、PC 運用サービスに必要と

なる PC マスターイメージの取得を、甲に代わりオンサイトにて実施します。 

マスターPC の作成、動作検証は甲にて実施するものとします。 

 

第１３条（関連会社等の代行） 

乙は、本サービス契約より生ずる乙の義務について、関連会社等に代行させることができるものとします。 

この場合、乙は、乙の責任と負担において、関連会社等に対して、十分な指導および管理を行うものとします。 

 

第１４条（本サービスの追加・変更） 

甲は、本サービスの追加および変更を希望する場合は、その旨を乙に通知し、別途乙の定める方法にしたがってサー
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ビスの追加および変更の依頼を行うものとします。なお、追加および変更された本サービスに関する契約については、

第５条の規定が適用されるものとします。 

 

第１５条（甲による本サービス契約の解約）  

１． 甲は、本サービス契約の解約を希望する場合は、解約希望日の１か月前までに乙にその旨を書面で通知することに

より、本サービス契約を解約できるものとします。 

２． 前項に基づいて本サービス契約が解約された場合でも、すでに甲から支払われた料金については返金されないものとしま

す。 

 

 

第１６条（乙による本サービス契約の解除） 

１． 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしにただちに本サービス契約の全部または一部を解除

することができるものとします。 

（１） 本規約に定める債務を履行せず、その他本規約に違反し、相当の期間を定めた催告にかかわらず、なお債務不履

行その他の違反行為が是正されない場合。 

（２） 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、あるいは滞

納処分により財産の差押を受けた場合。 

（３） 振出、裏書もしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは手形交換所より銀行取引停止処分を

受けた場合。 

（４） 発生させた電子記録債権が支払不能となった場合、または電子記録債権取扱金融機関より取引停止処分を受けた

場合。 

（５） 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始を申立てられた場合。 

（６） 定款違反、合併、総会の決議等による解散事由に該当した場合 

（７） 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 

（８） 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合。 

（９） 重大な背信行為があった場合。 

（１０） その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。 

２． 甲は、前項第２号から第８号までのいずれかに該当した場合、ただちに乙に対してその旨を通知するものとします。 

３． 甲は、本条第１項各号のいずれかに該当した場合、乙による契約解除の有無にかかわらず、本サービス契約に基

づき甲に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済するものとします。 

４． 乙は、第１項の規定に基づき本サービス契約を解除した場合であっても、甲に対して損害賠償を請求することができ

るものとします。 

 

第１７条（本サービスの仕様変更） 

乙は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの仕様の全部または一部を変更することができるものとします。 

 

第 1８条（本サービスの廃止） 

１． 乙は、乙の営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 

２． 前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、乙所定の方法によってサービスの廃止日の２

ヶ月前までに甲に対してその旨を通知するものとします。 

３． 乙は、本条に基づき本サービスを廃止した場合に甲が被った損害について何ら責任を負うものではありません。 

 

第１９条（本サービスの中止） 

１．乙は、乙の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供を行うことができなくなった場合、本

サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。 

２．乙は、本サービスの全部または一部を中止する場合、甲に対してその旨を通知するものとします。但し、緊急でやむを

得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。 

３．乙は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、甲が被った損害について何ら責任を負うものではありませ

ん。 

 

第２０条（本サービスの停止）  

１． 乙は、甲が以下各号のいずれかに該当した場合、甲に通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止

することができるものとします。 

（１） 支払期日が経過しているにもかかわらず本サービスに関連して甲が負担する本サービスの費用等の支払がなさ

れない場合 

（２） 本サービスの申込、およびその他の手続において乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

（３） 乙の問合せ窓口等へ正当な事由もなく長時間にわたり問合せを行う、または同様の問合せを繰り返し行うことに

より乙の業務に支障をきたした場合 
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（４） 乙に対して威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫などに当たる行為を行った場合 

（５） 本規約に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合 

（６） その他乙が不適切であると判断する作為または不作為による行為を行った場合 

２． 乙は、以下各号一にでも該当する場合、甲に対して事前に通知することによって、本サービスの全部または一部の提供

を停止することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを停止

することができるものとします。 

（１） 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合 

（２） 乙が本サービスの運用の全部または一部を停止することが望ましいと判断した場合 

３． 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合に甲が被った損害について、何ら責任を負うものではありませ

ん。 

４． 乙は、甲の管理する情報等が、本条第１項各号のいずれかに該当する場合は、甲に対し何らの通知なく、蓄積してい

る情報を削除する場合があります。 

 

第２１条（甲による対象機器の準備） 

１． 甲は、対象機器を別途自ら用意するものとします。ただし、本サービスの提供内容の一部として機器の提供がある場

合は、この限りではありません。 

２． 甲は、対象機器の設置または、機器への接続を自己の責任と費用負担により行うものとします。 

３． 甲は、対象機器の購入およびその設置、接続および設定等を、別途有償にて乙に依頼することができるものとします。 

 

第３章 請負条項 

 

第２２条（本章の適用） 

本章の規定は、請負により本サービスが提供される場合に適用されるものとします。 

 

第２３条（納入） 

１．乙は請負にかかる本サービスの実施後、速やかにその旨を甲に通知するものとします。なお、乙は、本サービスの結

果として成果物がある場合には、本サービスの実施とあわせて納入するものとします。 

２．乙は、乙による本サービスの実施または成果物の納入に際して甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙

から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。 

 

第２４条（検査） 

１．甲は、前条に基づき乙より本サービスの実施通知を受領し、成果物の納入(以下総称して、本項において納入といい

ます。) を受けた後、速やかにこれを検査し、その検査結果を乙に通知するものとします。 

２．甲の検査合格の通知をもって、乙の甲に対する本サービスは完了したものとします。 

 

第２５条（成果物の危険負担） 

本サービスの結果として成果物がある場合、甲は、成果物の納入後における成果物の滅失・毀損・変質その他一切の

損害は、乙の責に帰すべきものを除き、負担するものとします。 

 

第２６条（契約不適合） 

1. 本サービスの完了後、本サービスに本サービス契約の内容に適合しないこと（以下、契約不適合といいます。）が発見された

場合、甲は、乙に対して当該契約不適合の修補、本サービス契約の内容が物品の納入を要するものであるときは代替品の納

入または不足分の納入のいずれかによる履行の追完を請求することができるものとします。ただし、本サービスの完了から１カ

月以内に請求された場合に限るものとします。 

2. 前項の場合において、甲に不相当な負担を課するものでないときは、乙は、甲が請求した方法と異なる方法により履行の追完

をすることができるものとします。 

3. 本サービスの契約不適合に関する乙の責任は、本条に定める責任に限られるものとします。 

 

 

第４章 委任条項 

 

第２７条（本章の適用） 

本章の規定は、委任により本サービスが提供される場合に適用されるものとし、乙は善良な管理者の注意をもって本

サービスを提供するものとします。 
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第２８条（内容の確認） 

甲は、委任による本サービスの実施結果の全部または一部が終了した場合、速やかにその内容および本件サービス

の実施結果を確認し、本件サービスの実施結果の不備を発見した場合は、直ちに乙に通知するものとします。なお、

当該確認完了にかかる甲乙双方の書面による通知の授受は行わないものとします。 

 

第５章 料金等 

 

第２９条（料金等）  

１． 甲は、料金等を、乙所定の支払い方法に従って乙に支払うものとします。 

２． 前項の規定の他、本サービスでの訪問先が、乙または関連会社等の所在する場所より片道５０ｋｍ以上の距離で、か

つ片道２時間以上かかる地区、および沖縄本島を除く周辺島部である場合、甲は、その都度乙の請求に基づき別途

追加料金を負担するものとします。 

３． 理由の如何を問わず本サービス契約が効力を失った場合といえども、乙は、甲より一旦支払われた料金等を甲に返

金しないものとします。 

 

第３０条（消費税） 

前条の本サービスの料金等にかかる消費税については、消費税法に基づき支払うものとします。尚、税率の変更があ

った場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う対価より変更された消費税を適用するものとします。 

 

第３１条 （支払遅滞）  

甲は、本サービスの料金等または本サービス契約に定める費用の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日から

完済の日まで支払うべき金額に対して年 14.6％の割合の遅延損害金を乙に支払うものとします。） 

 

第６章 一般条項 

 

第３２条（氏名等の変更）  

甲は、その会社名、商号、または住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知するものとしま

す。 

 

第３３条（データ等の責任）  

１． 甲は、本サービスの実施にあたり、データ等について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なように当該機

器のバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。 

２． 本サービスの実施にあたり前項のデータ等が、滅失または毀損した場合、乙は、いかなる責任も負わないものとしま

す。ただし、甲が前項に基づき事前に適切な処置を講じており、かつ、データ等の滅失または毀損が乙の責めに帰す

べき事由により発生したものである場合には、乙は、前項に基づきバックアップ等されたデータ等を復元するよう

努めるものとします。 

 

第３４条（甲の協力） 

１． 甲は、ＩＤ等を自己の責任において管理するものとし、第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩する

ことのないよう厳重に管理するものとします。 

２． 甲は、ＩＤ等を漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた場合には、これに

よって生じた一切の責任を負うものとします。 

３． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり、乙より要請があった資料等を速やかに提示するものとし、当該資料等に変更

があった場合は、速やかに乙に通知するものとします。 

４． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり、甲の事業所内に立ち入る必要がある場合、甲は、乙の立ち入りを許可すると

共に、本サービスの実施に必要となる適切な広さの作業場所を乙に提供するものとします。この場合、乙は、当該事

業所の定める安全衛生基準等の諸規則を遵守するものとします。 

５． 甲は、乙が本サービスを実施する上で甲の事業所内で発生する電気代等の費用を負担するものとします。 

６． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり必要となる場合、対象機器および甲の保有するコンピューター等の設備を提供

するものとします。この場合、乙は、当該設備の使用規則を遵守するものとします。 

７．  

８． 甲は、対象機器の設置場所で計画停電が発生する場合は、1 ヶ月前に乙に通知するものとします。 

 

第３５条（免責規定）  

１．以下各号に定める作業については本サービスの適用外とし、乙は、当該作業の実施について何らの責任も負わない

ものとします。 

（１） 以下の①から③のいずれかに起因する対象機器の障害又は故障の修理 
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① 対象機器メーカーおよび乙の定める使用環境等以外での使用 

② 対象機器メーカーの保証が適用されない対象機器の不適正な使用、火災、水害、異常電流、甲による輸送、

若しくは乙又は対象機器メーカー従業員（対象機器メーカーの委託先従業員を含む）以外の者により実施さ

れた改造又は作業等 

（２） 甲による乙への事前の通知なしに対象機器の移動・設定変更等が行われた場合や甲がインストールしたソフトウ

ェアに起因して、対象機器に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（３） 対象機器へのコンピュータウイルス感染、および外部からの不正アクセス等に起因して対象機器、または甲の使

用するソフトウェア等に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（４） データベース、プログラムおよびマクロ等の作成、追加および変更ならびにこれらに関わる支援作業 

（５） 天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、もしくは甲の故意、過失または不適正な使

用によって対象機器に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（６） 前各号の他、乙が定める本サービスの範囲外と判断する作業 

 ２．乙は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、

本サービスの提供に伴い発生する損害については一切の責任を負いません。 

３．乙は、本サービスの提供により、甲の保有するデータの保管、およびいかなるセキュリティの安全性および完全性を保

証するものではありません。 

４．乙は、資料等または甲の事業所等に関して、内容等の誤りまたは甲の提供遅延によって本サービスの実施遅滞、本サ

ービス実施結果の契約不適合等が発生した場合、乙は何らの責任も負わないものとします。 

５．乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如

何を問わず何らの責任を負わないものとします。 

（１） 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

（２） 甲設備の障害又はインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害 

（３） 第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受 

（４） 乙または乙の仕入先が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害 

（５） ソフトウェア(ＯＳ、ミドルウェア、ＤＢＭＳ)及びデータベースに起因して発生した損害 

（６） 顧客機器に起因して発生した損害 

（７） 電気通信事業者の提供する電気通信役務の制約や不具合に起因して発生した損害 

（８） その他乙の責に帰すべからざる事由 

 

第３６条（第三者の権利侵害） 

本サービスの実施に関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じた場合であっても、乙は

一切の責任を負わないものとします。 

 

第３７条（秘密保持）  

１． 甲および乙は、本サービスの実施に関して相手方から知得した情報のうち、書面にて秘密である旨明示された情報

（以下、秘密情報といいます）につき秘密を保持し、秘密情報を開示する当事者（以下、開示当事者といいます）の事

前の書面による承諾を得ずに、これを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当す

る情報は、秘密情報の定義から除外します。 

（１） 開示の際、すでに公知となっていた情報。 

（２） 開示後、秘密情報を受領する当事者（以下、受領当事者といいます）の責めによらずに公知となった情報。 

（３） 開示時に、既に受領当事者が所有していた情報。 

（４） 開示後、受領当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報。 

（５） 開示後、受領当事者が第三者より秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報。 

２． 前項の規定にかかわらず、受領当事者は、裁判所や行政機関の命令等法律に基づき秘密情報を開示する必要のあ

る場合には、秘密情報を開示できるものとします。この場合、受領当事者は開示当事者に対して、その旨を書面で事

前に通知するとともに、開示の範囲を最小限にするよう努めるものとします。 

３． 受領当事者は、本サービス契約終了後、開示当事者の指示に従い、速やかに秘密情報を返還または廃棄するものと

します。 

 

第３８条（反社会的勢力との関係排除等） 

１．甲および乙は、自己、自己の役員（名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいいます。）もしくは

業務従事者または本サービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 

（１） 反社会的勢力であること。 

（２） 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。 

（３） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（４） 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当

に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 
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（５） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。 

（６） 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

２．甲および乙は、本サービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するお

それがないことを誓約します。 

３．甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 

（１） 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社

会的勢力と関係を持つこと。 

（２） 自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。 

① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。 

② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である

旨を伝えるなどすること。 

③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。 

④ 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。 

４．甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス契約を解除することが

できるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的

利益の提供の義務を負担しないものとします。 

 

第３９条（損害賠償責任）  

１． 甲は、本サービス契約に関連し、乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、損害賠償を請求す

ることができます。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、料金等の 1 年分を限度とします。 

２． 甲が本サービス契約に違反する等甲の責に帰すべき事由により、乙に損害を与える事態となった場合、乙は、甲に対

し損害賠償を請求できるものとします。 

 

第４０条（権利義務の譲渡等）  

甲は、本サービス契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。た

だし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

 

第４１条（準拠法）  

本サービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法に準拠するものとします。 

 

第４２条（協 議）  

甲および乙は、本サービス契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものと

します。 

 

第４３条（管轄裁判所）  

甲および乙は、本サービス契約に付随して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とするものとします。 

以上 
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別紙１ 本サービス提供内容 

 

メニュー種別 メニュー名 単位 契約年数 サービスの内容 

基本 基本メニュー 契約 1 年 
Ⅰ．PC 運用サービス 

Ⅱ.リペア代行サービス 

オプション 

オンサイト設置オプション 契約 1 年 Ⅲ．オンサイト設置サービス 

マスター取得代行オプション(1 台目) マスター 初期 
Ⅳ．マスター取得代行サービス 

マスター取得代行オプション(2 台目) マスター 初期 

 

 

【対象機器】 

本サービスの対象機器は、以下の条件とします。 

・法人向け PC であること。 

・以下のサイズであること。 

  デスクトップ PC サイズ：日通パソコンポ P4 サイズ（575×512×340mm、有効内寸：462×399×80～100mm）に収まるもの 

  ノート PC サイズ：日通パソコンポ P2 サイズ（455×370×163mm、有効内寸：370×285×34～54mm）に収まるもの 

・OS は Windows10 日本語版(HomeEdition は除く)に限る。 

 

【Ⅰ.PC 運用サービス】 

Ⅰ-1.サービス内容 

サービス内容 仕様概要 

マスター受け入れ クローニング用のマスターイメージを乙指定方法により受け入れます。 

PC 一時保管、管理 PC の在庫を倉庫にて一時的にお預かりします。 

再寄託先：SBS リコーロジスティクス株式会社およびその関連会社 

PC 出荷 倉庫に一時保管されている PC のクローニングを行い、指定場所へ出荷します。 

PC 回収 不要となった PC の回収を行い、回収後は倉庫に一時保管します。 

代替機交換 倉庫に一時保管されている PC のクローニングを行い、指定場所へ出荷します。 

併せて故障機の回収を行います。 

ヘルプデスク ワークフローの操作説明用のヘルプデスクを提供します。 

ワークフロー上より問い合わせいただきます。 

Web 申請受付システム環境提供 機器の出荷、回収、代替機交換など各種申請を行うための Web ツールを提供します。 

入出荷機器のシリアル番号をデータ化して管理し、在庫状況を確認することができます。 

マスター更新受け入れ 1 年に 1 回を上限に、お預かりしているマスターの更新を受け入れます。 

PC 保管 追加受け入れ 上限 30 台まで、お預かりする PC を追加で受け入れます。 

 

Ⅰ-2.サービス提供時間 

月曜日～金曜日 9：00～17：00  

※祝日及び年末年始等の乙の指定日は除く。 

 

【Ⅱ.リペア代行サービス】 

Ⅱ-1.サービス内容 

乙は、甲より返却または回収された PC にハードウェア障害が確認された際に、甲に代わって保守ベンダーへ 

修理依頼を実施します。修理実施後は倉庫に一時保管します。 

 

Ⅱ-2.サービス提供時間 

月曜日～金曜日 9：00～17：00  

※祝日及び年末年始等の乙の指定日は除く。 

 

【Ⅲ.オンサイト設置サービス(オプション)】 

Ⅲ-1.サービス内容 

乙は、PC 運用サービスでクローニング・発送した PC を、発送先現地にてオンサイトにて設置します。 

設置の際に必要となるパラメーターは、申請都度甲より乙へ提供するものとします。 
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Ⅲ-2.サービス提供時間 

月曜日～金曜日 9：00～17：00  

※祝日及び年末年始等の乙の指定日は除く。 

 

【Ⅳ.マスター取得代行サービス(オプション)】 

Ⅳ-1.サービス内容 

乙は、PC 運用サービスに必要となる PC マスターイメージの取得を、甲に代わりオンサイトにて実施します。 

マスターPC の作成、動作検証は甲にて実施するものとします。 

 

Ⅳ-2.サービス提供時間 

月曜日～金曜日 9：00～17：00  

※祝日及び年末年始等の乙の指定日は除く。 

 

【注意事項】 

Ⅰ.PC 運用サービス 

・本サービス利用に際して、甲にて検証済みの PC マスターイメージを有することが前提となります。 

 （マスターPC の作成、検証は甲にて行うものとします。） 

・PC マスターイメージは、Microsoft が提供する無償ツールでイメージ化されたものに限ります。 

・PC マスターイメージは、以下のソフトウェアにて作成したバックアップ用 USB メモリにて甲より乙へ提供するものとします。 

 株式会社ラネクシー ActiveImage Deploy USB Plus -RE Desktop 

・甲は、サービス開始予定日の２週間前までに、マスター機、バックアップ用 USB メモリ、対象機器を乙指定の場所へ送付する 

ものとします。 

・乙は、甲が送付した機器等に不備を発見した場合、甲に対してその旨を通知するとともに、機器等を返送することができるものと 

します。なお、返送に係る費用は、甲が負担するものとします。 

・PC マスターイメージの更新（入れ替え）は、年 1 回までとします。 

・PC マスターイメージの版管理（古いイメージの継続保管）は行いません。 

・乙は、前項に従い送付された機器等を用いて、パイロット機を作成し、甲へ送付するものとします。 

・乙が作成するパイロット機は、マスター１種につき１台とします。 

・甲は、パイロット機の動作確認を行い、10 営業日以内に乙所定の動作確認書に記名押印するものとします。なお、甲の当該検印 

をもってパイロット機の作成が完了するものとします。 

・甲は、パイロット機の動作確認完了後、速やかに乙へパイロット機の返送を行うこととします。 

・Web 申請受付システムへ登録するための各種情報を事前に甲より乙へ提供するものとします。 

・Web 申請受付システムは他社クラウドサービスをベースとしたカスタマイズアプリケーションです。本サービス以外の目的での使用 

や規定値の変更は行わないものとします。万一、変更した場合は不具合が生じる可能性があります。 

・Web 申請受付システムの誤操作などによりデータが消失した場合、乙では保証いたしかねますのでご注意ください。 

・対象機器の発送、回収については、外部宅配事業者を利用します。 

・甲は、代替機の到着後速やかに、代替機に同梱の返送用伝票にて故障機を乙に送付するものとします。 

なお、甲は、故障機に接続して利用していたデバイス類（ただし、ノート型 PC に初期装着されているバッテリー、および、別途 

対象機器メーカーが定める基準に基づくメーカー純正デバイスを除く）および消耗品類について、故障機から取り外した上で 

故障機を運送業者に引渡すものとします。 

・Web 申請受付システムによる申請内容に不足・不明点がある場合は、差し戻しとさせていただきます。 

・返却／回収された PC 内のデータについては、バックアップなどの取り扱いは行いません。 

・提供いただく代替機の在庫補充は、年 1 回までとします。 

・デスクトップ PC 付属のキーボード、マウス、AC ケーブルについては、デスクトップ PC 本体とのセット運用とします。 

・ノート PC 付属の AC アダプタ、AC ケーブルについては、ノート PC 本体とセット運用とします。 

・乙は、本サービスの契約が終了した場合、対象機器を、ただちに甲指定の場所へ返送するものとします。 

なお、返送にかかる費用は乙が負担するものとします。 

 

Ⅱ.リペア代行サービス 

・本サービスの対象となる PC の保守契約情報、保守依頼窓口連絡先情報を甲より乙へ提供するものとします。 

・修理依頼時に保守契約書コピーが必要となる場合は、甲より乙へ事前に提供するものとします。 

・乙から保守ベンダーへ修理依頼を行うことが可能であることを甲にて事前に確認するものとします。 

・乙は、回収した故障機について、修理を実施した上で、乙指定の場所において一次的に保管し、代替機の作成に利用する 

ものとします。 

・乙は、デバイス類が故障機と共に回収された場合、当該デバイス類については修理を行うことなく甲の費用負担で甲に返送する 

ものとします。 
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・故障機の修理における保証範囲は、機能保証となります。 

・有償修理となった場合は、ベンダー見積書を乙より甲へ提示し、甲にて有償修理可否を判断し、乙へ返答するものとします。 

・有償修理費用または、見積取得後のキャンセル費用など、保守ベンダーからの請求については、甲から保守ベンダーへの 

支払いとなります 

 

Ⅲ.オンサイト設置サービス(オプション) 

・PC マスターイメージ展開後のアプリケーション個別設定については、甲にて行うものとします。 

・Windows アップデート、Bitlocker 有効化作業は作業対象外とします 

 

Ⅳ.マスター取得代行サービス(オプション) 

・乙によるマスターPC の作成、検証はサービス範囲に含みません。 

・以下のソフトウェアにて作成したバックアップ用 USB メモリにて、PC マスターイメージの取得を 

甲に代わりオンサイトにて実施します。 

 株式会社ラネクシー ActiveImage Deploy USB Plus -RE Desktop 

 

以上 


